
支援の対象となる肥料

支援の内容

申請に必要なもの

＝支援金

肥料価格高騰対策のご案内

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む

農業者（販売農家）の皆様の肥料費を支援する事業です。

令和４年６月～令和５年５月までに注文（購入）又は当用買い※した肥料（本年の秋
肥と来年の春肥として使用する肥料）が対象です。※当用買い：対象期間内に予約注文なしで購入したもの。

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その７割が支援金として交付されます。

❶ 化学肥料低減計画書（↓：チェックシートで申告）

❷ 本年秋肥（令和４年６月～10月に注文）、来年春肥（令和４年11月～令和５年５月に注文）の

購入価格がわかるもの（注文票のほか、領収書または請求書）
＊本年秋肥と来年春肥は、それぞれをまとめて、別々申請となります。

＊JA以外の当用買いしたものは、領収書またはレシートでも可ですが、
領収書やレシートでは肥料の正式名称等が確認できないため、
肥料袋（表・裏）の写真添付が必要となります。

❸ 販売実績が分かるもの（例：直近の出荷伝票、売上伝票等）
＊JAに農産物等の直近の出荷実績があれば書類提出は不要です。

当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率ー × ０．７当年の肥料費
統計データ
を基に決定

0.9

○ ○

○ ◎

「作付概要」は、化学肥料の低減
に向けた取組を行う作物を記入。
「令和４年度又は令和５年度の取
組」欄のうち取り組むものに○を
記入。２つ以上に○がつけばOK。

○

作物名は、支援
金の算定に用い
た肥料を使用す
る作物のうち、
半分以上の面積
を占める代表的
な作物又は作物
面積上位の２品
目を記載

取組品目の作付面積の過半で
「特別栽培農産物栽培者（こ
だわり米、ふるさと安心米
等）」であれば、既に２割低
減を大幅に超える対応(低減
取組要件）となるため、記載
方法は次のとおり。
作物名：水稲（特栽）等
取組チェック欄は○不要
取組証明書類の要添付

（注意）本事業の支援金と地方自治体等からの補助金等が重複している場合は支援金額の調整が入ります。

※チェックシート詳細※
JAみやぎ仙南ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載

＊今回の申請受付は、本年の秋肥分(令和4年6月～10月)が対象です。

【計算例】肥料費10万円-(肥料費10万円÷1.4÷0.9)×0.7＝約14,400円



申請受付日程

対象地区 受付月日 受付時間 受付場所

川崎 １１月１５日(火) ９：００～１９：００ 川崎地区事業本部

丸森 １１月１６日(水) ９：００～１９：００ 丸森町づくりセンター

村田 １１月１７日(木) ９：００～１９：００ 村田地区事業本部

柴田 １１月１８日(金) ９：００～１９：００ 本店

蔵王 １１月２１日(月) ９：００～１９：００ 蔵王地区事業本部

白石 １１月２２日(火) ９：００～１９：００ 白石地区事業本部

角田 １１月２４日(木) ９：００～１９：００
角田・枝野 9:00-12:00
藤尾・東根 13:30-17:00

ﾌﾘｰ 17:00-19:00

角田総合営農センター

角田 １１月２５日(金) ９：００～１９：００
桜 ・西根 9:00-12:00
北郷・ﾌﾘｰ 13:30-17:00

ﾌﾘｰ 17:00-19:00

角田総合営農センター

全地区 １１月２７日(日) ９：００～１６：００ 本店

みやぎ仙南
柴田地区事業本部（組織営農課）0224(56)1212 白石地区事業本部（組織営農課）0224(25)3531
村田地区事業本部（組織営農課）0224(83)2291 角田地区事業本部（組織営農課）0224(63)3294
川崎地区事業本部（組織営農課）0224(84)2222 丸森地区事業本部（組織営農課）0224(72)2270

蔵王地区事業本部（組織営農課）0224(33)2115 営農企画課 0224(55)1870

≪お問合せ先≫

下記により「本年秋肥分（令和４年６月～１０月）」の申請受付を致します。
必要書類Aをご持参のうえ、対象地区の受付場所へご来場下さいますようお願いします。

必要書類A

＊来年春肥分の申請受付については、広報誌(ﾚｲﾝﾎﾞｰ)またはJAみやぎ仙南ホームページ等にて
別途お知らせ致します。

①注文票等(肥料を発注したことを証明する書類)

②請求書(支払い義務が生じていることを示す書類)

③領収書(肥料費を支払ったことを証明する書類)

④販売伝票(農産物等の販売を証明するもの)

⑤貯金通帳(支援金を入金する銀行口座情報)

＜JAから肥料を購入している方＞
＜JAに農産物を出荷している方＞
⇒JAが書類をご用意致します。

事業実施に伴う証拠書類の準備・提出

●「取組メニュー」を間違いなく実施したことを確認するための証拠書類の提出が必要と
なります。〔証拠書類例：土壌診断結果表、購入伝票、作業日誌、作業時の写真等〕
●本事業は令和６年までの２年間、取組結果を報告する義務を負います。証拠書類の提出
を求められた際にはご対応下さい。

上記書類①～⑤については、写し(コピーし
たもの)を提出下さい。
※⑤通帳は、表紙見開き1ページ目の名義(カタカナ
名)と口座番号がわかるところをコピーして下さい。

※JA以外から肥料を購入している方※
⇒購入先の領収書等の他に、肥料の正式名
称等を確認するため、肥料袋（表・裏）の
写真を提出して下さい。


